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.

に
於
て
大
多
數
を
多
て
否
決
せ
ら
れ
る'が
、

li
t
案
の 

提

出

せ

ら

れ

杧

る

際

に

於

け

る

保

守

黨

の

.態

度

は

最

名 

興
味
あ
る
名
の
な
6
、
當
滕
大
痛
總
裁
な6
し

「
V

ツ 

.

シ
丫
ー
 

ン」
氏
は
斯
る
法
案
は
大
學
代
表
制
*
の
廢
止
を 

招
く
ぢ
の
に
しy
之
舣
廢
jh
ば
我
國
の
貴
重
な
る
代
議 

士
を
選
出
せ
る
選
擧
區
廢Jh
を
意
味
す
る
の
な
れ
ば 

此
に
替
す
る
能
は
岁
と
論
せ6
。

1

九
〇
六
年
に
至
.り
、
始
め
て
大
學
代
表
制
度
の
廢
止 

を
企
画
す
る
政
府
案「

力
ム
ベ
ル
、

パ
ン
ナ
マ
ン

」

W
聞 

の「

ノ

ーn

丨
ト
J
J3
6
IC
ょ
A
 
ノ
提
出
せ
ら
れ
女
る
、が
、
是 

れ
一
八
九
ニ
年
の
案
に
傚
へ
る
名
の
、
.其
目
的
は
大
學 

役
票
者
^
る
と
否
と
を
問
は
^

一

 
議
員
選
出
區
以
上
に 

B
6
て
其
選
擧
櫬
を
行
使
せ-ざ
ら

し

め
ん
と
す
る
g
の 

也
、
在
野
黨
首
領「

バ
ル
プ
ヲ
ァ
ー」

氏
極
カ
之
に
^
# 

し
斯5

：

る
法
案
は
大
學
を
し
て
議
席
を
失
は
し
む
る
名 

の
な
6
と
し「

.ヶ
！
。プ」

氏
6
委
員
會
に
於
て
一
の
修
正 

案
を
提
出
し
此
法
案
中
よ6
し
て
、
大
學
選
擧
權
者
を 

除
外
せ
ん
と
し『

斯
る
新
制
度
は
我
選
擧
制
度
中
、
敎
育

五11

四

.

を
以
て
資
格
と
せ
る
唯J

の
制
度
を
失
は
し
ひ
る
名
の 

也』

i
て
之
於
存
置
の
必
要
を
論
ヒ
、
叉
牛
律
大
學
選
出 

議
員「

ァ
ン
y

ン」

双

は『

大
學
代
表
制
度
の
我
國
民
主 

j

政
治
の1

變
態
な
る
は
余
輩
之
を
知
る
と
雖̂P 、

.由
來 

|

英
國
憲
法
は
變
態
に
充
ち
滿
つ
に
あ
ら
ず

』

や
と
唱
へ 

j
「

グ
ー
フ
ス
ー
ゴIs
ア> 
デ
ィ
ン」

大
«._
出
議
員「

グ 

レ
ィ
ク.」

氏
は
蘇
國
に
あ6
て
は
大
學
選
出
議
員
は
各 

自
敎
育
、
高
等
職
業
の
莉
窖
を
代
表
せる
.の
自
覺
を
有 

せ
6

'i
述
べ
、
偸
敦
大
學
選
出
議
員「

マ
グ
ヌ
ス
し
双
は 

備
敦
大
學
に
て
は
卒
業
生
の「

パ
チ
ェ
ヲ
ー
、
ォ
ブ
、
ァ 

一
I
ツJ

^
る
tj「

マ
ス
タ
I
、
オ
ブ
、
ア
、丨
ツ
Jfc
る
と
を 

|

問
は
^
、
軍
に
僅
/;
>
に
一
年
五
志
の
年
金
又
は'
 

1

綠
の 

1

塒
金
に
ょ
6
選
擧
權
を
#
る
$
の
最
3
民
主
的
a
度 

な
6
と
自
讃
し

「

バ
ル
フ
ヲ
ァ
丨

:
历
は
大
學
代
表
制
腹 

*
る
や
過
去
に
於
て
％
將
tc
现
今
に
あ
ろ
てHP

圓
锻
且 

a
好

に

行

は

れ

つ

、
あ
6
と
絕
叫
し
杧
る
名
遂
に
、
三

.
Rg
七
票
對
九
ニ
票
を
以
て
.可
決
せ
ら
れ
上
院
に
送
附
せ 

ら Jd̂
-CN

O

m

上
院
に
ぁ
6.
て
は
第
ニ
讀
會
に
於
て「

オ
ル
ド
ウ
4
ン」

經

濟

學

よ

り

觀

た

る

結

婚

卿
は
#
^
大
學
代
表
制
度
を
辯
護
し̂

る
の
み
«
ら
梦 

閲

題
 

新
興
の「

Y
V
チ
ェ
ス
タ
I
J「

y
!
ド」

の
諸
大
學U

名

ノ

選
出
權
を
與
ふ
べ
し
と
修
歪
案
を
提
出
し

「

ラ

ン

ズ

ダ

•

p
r

，
fl
l

#

lMI 

ウ
シ
.

」

.卿
叉
大
學
代
表
制
度
の
存
置
の
必
要.を
說
.き
、

余
は
本
篇
に
於
て
人
生
の
 
一•
大

問

題

な

る

結

婚

を

經

濟 

. 1

四
3
票
對
四
三
禀
の
大
多
數
を
以
て

}

九
〇
六

年

の

學

の

立

脚

地

よ6
論
せ
.ん
と

欲

す

：。
抑

名

夫

婦

は

法

律

、 

法

案

を

否

決

し

了

れ
6
。

.

習
慣
に
.從
ひ
同
棲
せ
る
男
女
な-る
&
、
其
同
撥
の
第
1_ 

斯
く
し
て
上
院
の
權
限
に
し
て
制
限
甘
ら
れ
次
る
以
上
階
梯̂
る
緒
婚
は
經
濟
學
よ6
之
を
觀
れ
城
其
當
事
者 

自

-A
黨
政
府
如
何
に
焦
慮
努
力
す.る
？
、
钹

數

投

票

廢

の

經

濟

行

爲

に

し

て.、
從
つ
<
男
子
の
結
婚
と
女
子
の 

止

:0
^
亂
の
無
効
に
歸
す
べ
き
乙
：と
明
か
と
な
れ6
、

一
 

結
婚
i
は

自

ら

其

目

的

及

.び

規

象

を

異

fc
す

。
故

に

余 

さ

れ

ど>
:1
九

ー

〇

年

に

於

け

る

ニ

囘

.の

總

選

擧

の

結

.

は
.男
子
の
結
婚
、.其
年
齢
、
女
子
の
結
婚
、
其
年
齢
等 

果

上

爾

の

職

限

制

限

實

現

甘

ら

.る

.、
有
欉
な
れ
ば
昨
年
\

を
ぱ
項
を
分4

ち
.
<之
を

：討

究

せ

ん
.。

' . 

十
ニ
月
を
以
で
成
立
せ
る
新
議
會
後
半
の
議
事
》1:八

:
第
ー
、
男
子
の
結
^

九.
一1年
の
晈
疋
法
案
の
對
鶴
に
費.さ
る
，
べ
登
や
？

容

j

男
子
の
結
婚
行
.爲
は
冷
靜
に
之
を
考
究
す
れ
ば
或
る
欲 

れ
$ 

(

終)  

‘
.
望
を
滿
*
^
ん
炉
爲
、

一
女
子
を
占
有
な
さ
ん
と
す
る

ぢ
の
な
る
こ
と
へ
，
猶
ほ
防
寒
の
用
に
供
せ
ん
.
於
爲
、
.衣 

:

—

—

—

—

 

服
を
購
入
せ
ん1
な
す
に
類
す0
男
子
の
其
酿
偶
者
に

.

i f
t
る
所
有
權
は
滕
、
場
所
に
よ6
V
一
 
定
な
ら
岁
。
'

, 

-

• 

.

-雜
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太
古
に
在
6 V:,

は
•男
子
の
妻
女
に
對
す
る
權
利
殆
ん
ど 

無
限
に
し
て
、
毆
奵
、
.
殺
傷
、
贈
與
、寶
却
、質
入
等
の
. 

權
利
普
通
財
貨
の
所
有
權
と
異
な
ら
ぎ6
し
が
'如
し
。. 

然
れ
ど
名
人
昝
の
進
むfc
從
ひ
此
權
称
は
漸
次
縮
少
せ

I:  

ら
れ
、
未
開
曝
民
を
除
き

y

は
、
最
卑
昔
日
の
如
く
^

一
 

ぶ
ら
ず
。
加
之
、
女
チ
の
其
配
偶
者
に#
す
る
權
利
增
：
一
 

加
し
、
先
進
國
、.
殊
に
、
米
國
に
於
て
《
夫
婦
間
の
相：-.

S

S

0

S

0

0

1

S

T

O

如

斯

、
，
男

子

の

.
其
配
偶
者
に
對
す
る
所
有
權
低
铖
し
、

今
日
文
明
國
に
在-CSV,

は
夫
は
妻
を
隨
意
に.
毆
打
、
殺 

傷
し
叉
は
他
人
に
之
，を
贈
與
、
寶
却
、
質
入
等
を
な
す
一 

乙
と
を
得
^
、
從
つ
；

V

此
權
利
は
普
通
財
貨
、
例
へ
ば 

衣
服
の
如
き
名
の
、
所
有
權
と
大
に
異
な
れ̂̂
。
然
れ.

• f
名
#
の
供
給
す
る.
便
益
を
享
受
す
る
の
權
利
は
昔S

〈 

，今
各
甚
だ
し
く
變6
1
る
所
な
し
。.
妻
を
家
屋
に
比
ずI  

れ
ば
、
太
古
に
在6 V

は.
®
子
は
家
主
に
し
て
、
今
は 

借
家
人
な
6
0
往
塒
野
巒
塒
代
に
は
男
子
妻
女
を
娶6.. 

fc
る
と
き
は
之
を
讓
受
け
允
石
名
、
今
は
之
を
借
受
る

に.
過
茗
ず
しV

、

其
差
昔
の
奴
隸
ぇ
令
の
年
期
奉
八
ム
人 

i:
の
間
の
差
の
如
し:0
:■,  

，

男
子
の
，妻
女
に
.對
す
る
所
有
權
の
減
少
せ
る
は
前
に
略 

述
せ
る
於
洳
し
。
然
れ
ど
％
男
子
の
.妻
女
に
對
す
る
權 

利
は
妻
女
以
外
の
男
女
に
對
す
る
權
利
よ4
?
猶.
ほ
大. 

也
、
從
つ
て
其
權
利
よ6
生
#
る
享
樂
名
亦
多
く
、
之
と 

同
比
例
に
其
享
樂
に
對
す
る
失
費-%
他
種
の
享
«
に
對 

す
^
失
*
よ-cvsp

槪
し
て
大
な
ろ
。
學
術
の
進
步
と
入
，
 

昝
0
發
達
の
結
果
、
男
女
の
關
係
は
漸
次
變
更
す
.る
や
：
 

?
測
ら
れ
^
れ.
ど
、.
現
今
の
社
會
に
在6
て
は
、
男
子 

1

定
の
年
齢
i

せ
ば
、
妻
女
はI

種
の
必
需
品
と
な 

る
は
、
猶
ほ
夜
撕
燈
火
を
喪
ず
る
於
如
し0
然
6
、
而
し 

V

、
男
子
の.
必

要

品

.な

る

妻

女

の

原

料

^
る
妙
齢
の
婦 

人
の
供
給
に
限6
あ
る
を
以
て
、
妻
女
允6
得
る
資
格 

を

有

す

る
-®
人
は
經
濟
學
者
の
所
謂
自
由
財
に
あ
ら̂ 

し
て
、
限
界
効
用
を
有
せ
る$
樂
財
な
6
0
今
人
あ
6
て 

1
ヶ
月
五
十
圓
の
家
賃
を
挪
ひ
、

一
家
屋
を
借
入
れ
杧 

6
と
せ
ん
が
、.
是

れ

一

，‘
ヶ

月

間

に

其

家

屋

の

供

給

す

る

1^9

便
益
の
價
値
を?£
十
圓
以
上
に
見
積6
祀
る
於
故«
6 

之

，と

同̂
く
、I

男
子
の
妻
を
娶
る
は
、:a(

男
子
が
妻
の. 

與
ふ
る
便
益
の
僧
値
を
結
辦
よ
.
6
生
变
る
各
種
の
損
失 

よ
6
名
大
な
ろ
と
推
定
し
女
る
於
爲
な6
。
余
は
是
朴 

よ
6
•進
ん.
で
先
づ
結
媚
に
侬6
て
男
子
於.
滿
杧
さ
ん
i 

す
る
欲
望
を
擧
げ
、
次
に
其
れ
よ6
因
6
て
生
岁
る
損 

失
に
論
及
せ
ん
と
欲
す。

:

結
婚
に
依
6
て
滿
お
S
ん
と
す
る
男
子
の
欲
望
は
人
罾 

發
達
の.
程
度
、
習
慣
、國
體
、個
人
の
知
識
、
學
力、
0 

驗
を
異
に
す
る
に
從
ひ
多
少
相
違
あ
る
は
玆
に
論
古
ノ
る 

'を
要
せ
次
る
所
な
る
於
、
其
欲
望
の
.
重
要
な
る
$
の
を 

擧
ぐ
れ
ば
火
略
左
の
如
く
な
ら
ん0 

1

、
性
欲 

.

ニ
、
自
家
汆
存
の
希
望.

.

...
三
、
；勞
カ
の
僧
加.

.

.

四
、：
節
儉
：

.

.
五
、
虛

榮

心.

六
、
野

心
：

.

、雜

.

'■.
錄
.

七(

-•
/
道
德
上
の
原
因
、
 

...

ゾ
.
八
、
習
慣 

.

'
、
性
欲
自
家
永
存
は
生
物
界
の
大
法
に
し
て
生
物

i

界
の
1
一
部
な
石
人
類$
亦
此
法
則
の
下
に
生
存
す
る
？ 

0
1.

0
形
體
の
發
達
比
較
的
幼
稚
な
る
單
生
動
物
及 

ぴ
媢
物
に
は
機
械
的.
の
.再
生
作
用
に
依
ろ
同
種
永
存
を 

.

全
ふ
ず
る
名
の
多
け
れ
と
、
.
高
等
群
生
動
物
間
に
在6 

て
は
苒
生
作
用.
に

性

欲

本

能

の

，附

隨

す

る

を

通

則

と 

な
し
、.
性
欲
の
發
動
は
雌
雄
の
同
棲
を
促
が
し
、
雌
雄 

の
同
棲
は
種
族
の
繁
殖
を
釀
し
、
以
て
各
々
#
生
作
用 

を
全
ぅ
し
、
且
つ
其
種
族
永
存
を
遂
ぐ
るS
の
な
6
。

\

之
と
同
匕
く
、
至
髙
動
物
杧
る
人
類
洛
亦
此
法
則
に
從 

...
ひ
、
男
女
共
或
る1

定
の
年
齡
に
達
せ
ば
性
欲
を
有
す 

:

る
に
至
る
名
の
な
る
於
、
其
年
齢
は
：男
子
に
在6
て
は 

■
1:

熱
帶
地
方
に
於
て
十
ニ
三
才
ょ6
十
五
乃
至
十
七
八
才 

を
以
て
通
則
し
、
溫
帶
地
方
に
於
て
は
、男
子
の
生#;
器 

は
普
通
十
五
才
頃
ょ6
十
八
九
才
の
間
に
慚
次
究
成
し
.. 

性
欲
の
發
達
名
是
れ
に
伴̂
^
P
0
な-c\o  
S
れ
ど
辟
と-

五
1
5



鱗

雜

•

—

し
て
は
他
®
欲
®
、
例
へ
ば
、
勉
學
、
運
動
、
競
技
等 

の
欲
望
の..
爲
、

一
塒
不
問
に
附
せ
ら
ル
、
數
年
後
に
至

」 

6<:.
、
_

名
成
熟
し
、
其
他
の
欲
望
？
減
退
し
*
る
と 

き
俄
然
其
存
在
を
認
め
ら
るV
こ
と
多
し
。
此

欲

望

卽j  

ち
性
欲
の
充
足
を
；得
る
こ
と
は
或
る
個
人
に
取6
て
は 

.
絕
對
的
必
要
な
ら
次
る
は
勿
論
、
滕
と
し
て
は
全
く
不

j  

必
要
と
着
做
ず
亡
と
を
得
る
は
議
、
基
督、

j

l.r !
ダ
ム
、
ス.
ミ
ス
、
S
ル
：、

ス
。へ
ン
サ
ー
等
の
大
哲
、

一

大
學
者
が一

生
涯
若
し.
く
»
殆
ん
ど
全
生
涯
獨
身
生
活j  

を
な
し
^
る
を
見V

ぢ
明
於
な
6
。.
然
れ
と
？
此

等

は|  

-
例
外
な
-̂
。
人
類
の
大
多
數
一
は
釋
迦
、
基
督̂
る

能

は. 

含
れ
ば
、
絕
對
的
に
性
欲
を
抑
制
し
得
る
名
の
少
な
於 

ら
ん
。

、
 

1  

性
欲
：の
發
坐
期
は
ニ
十
才
前
後
な
.
る
乙
と
は
前
述
の
如||  

く
な
る
於
、
其
の
強
弱
は
一
定
しte
る
名
の
に
在
ら
す
一 

し
て
、.
往
々
：H
^
M
甚
だ
し
き
？
の
あ
る
と
同
脖.に
比.

。
 

較
的
制
欲
に»_

を
感
せ
3'
'
る
？
の
あ
6
。

•叉

滕

と

し 

y

 .
^
#
«̂
|8
に
し
<
平
素
其
存
在
に
心
付
か3'
'.
る.
名•

五
lln

:

の

年

せ

#
。：

而
しy

性
欲Q

強
弱
を
■左
右
す.
る
《 

.
01

.
に
し
て
足
ら
ず
と
雖
务
、
左
記
の
原
因
は
其
重
せ 

な
る
^p

の
な.
ら
ん
。

r
、 .

鶴
康.

• 

.

.
ニ
、
生
殖
器
發
達
の
慶 

■

三
、
敎
育

'四
、
周
圍
の
感
化

五
.、
職
業

六
、
暂

慣
.

七
"
他
0
欲
望
、
：趣
味 

普
通
健
全
な
る
體
格
を
有
す
る
《
の
は
性
欲
旺
.盛
に
し 

て
臌
響
は
之
に
反
し
て
其
欲
望
强£..
ら
ず
。
生
殖
器 

の
充
分
に
發
達
せ.
る
名.
の
は
^
^
强
く
、

全
な
る̂

、
或
は
不
具
な
作
ば
.、
情
欲
弱
き
を
通
則
と 

す
。
敎
育
の
有
る
？
の
は
無
き
名
の

.よ
6
.
名

其

欲

.望

薄 

く
、.淫
風
盛
な
る
土
地
に
佳
0

冬
の
は
情
欲
.の
發
動
少 

か
ら̂

る
可
く
、
婦
人
に
多
く
接
せ
次
る
を
得
^
る
職 

業
を
有
す
る
名
の
は
情
欲
强
く
、
然
ら
ャ

J

る
？
の
は
弱

か
ら
ん
0 :

日
常
の
暫
慣
名
亦
其
發
達
を
肋
錄
す
る
.
乙
A 

■
f 

o
例
へ
ば
所»
自
双
小
說
の*_

、
*
*
の
#
.
玩 

卑

猥

な

る

活

勸

寫

眞

く

は

演

劇

の

觀

覽

等

は

年

少
- 

者
に
は
甚
だ.
危
險
な
る
芩
の
.«
ろ
。
叉
^
情
欲
| |
耷
に
：
 

あ
ち
拿
れ
ど
名
、
他

釔

强

き

議

欲

望

、
例
へ« :
碁
、
將

j  

棋

、
狩

獵

等

に

，耽

妙

石

$
若

し

く

は

自

已

の

.職

務

に

熱

■ 

中

し<
:
§
^
顧
み
&
ね
遑
な
き
：名
の#.
霧

の

發

現
& 

認
な
る
の
機
會
少
な
か
る
ベ.し
。

如
斯
、
性
欲
の.
發
規
期u

多
少.
の
：遲
速
あ
6
、
其
强
.弱 

に
相
違
あ
れ
ど
务
、
大
多
數
の'成
年
の
男
子
は
皆
多#

の
性
欲
を
有
す̂,
4.
0
な
石
が
®
、
#
之
に
對
す
ゐ
處 

置
を.
な
さ
々
る
べ
か&.
步
0..
'第I"

r
f l
に
て
名
梂
る« 

置
似
意
難
的
の
制
欲
な-
^
。
然
れ
ど
名
永
遠
に
絕f t
的 

に
性
欲
を
抑
制
ね
得
る
劣
の
紱
曉
天
の
星
め
如
く
に
し 

て'‘、
早
晚
或
る
方
策
を
以V.

之
を.
滿
足
-̂

.

せ
ん
ぇ
す
る
，
 

は
多
數
の
望
0
所
な
6
。
其
方
法
の
重
な
る
令
の
を
攀 

ぐ
れ
ば
左
0
如
し
で
：

 

：

m 

1
、

i
y

■

儺

錄

.

ニ
、
1

:
.

.

,

11:1、

結

搬

•

私
通
は
社
會0
制
裁
の
爲
意
識
的.U

之
I

欲
滿
足
の. 

1

方
法
と
認
ひ
る
ぢ
の
多
か
ら
ず
。
勝
淫
にf
 V

脉 

傳
染
病
0
危

險

*
'
る

と

不

經

濟

な

る

と

に

よ

-
^
、
姑

息 

の
方
法
之
し
て
用
ゐ
ら
る
、
，の
み
な6
。
然
れ
ど
名
之 

:

れ
ぬ
反
し
て
結
婚
は
社
會
の
是
認
獎
勵
す
る
所
に
し
て 

:

風
つ
^
に
依
な
^
^
以
外
の
微
望
：を
劣
滿
杧
し
得
る
を
.

:

一
以
て.
情
欲
滿
&-
e>.
最
上
策
4
L
V
認
め.
6
る
、
名
の
な.

一I、

'自
家
永
存
の.
希

望
‘
人

類f,

般
に
自
家
永
存
の
欲 

」

堅
を
#
^
る
や
否
や
は
疑
問
に
屬
ず
れ
ど
、
戰
國
塒
代 

若
^
く
は
封
建
の
如
费
軍
國
^
^
の
卞
に
往
め
る
者
は

一
€>
事
實
な
み
。
.
我
國
忙
於<

'-
«
失
婦
間
に
子
の
無
き
を- 

其
家
庭..の'最
大
：̂

ti
し
、
雜
新
前U

は
失
婦
間
に
子 

411

き
滕
は
：其
原
因
の#
れ
に
在
る
を
問
は
ず
、
.
夫
は
# 

を_
.
別
す
^
の
權
利
を
有
.1,
^
る
は
A
の
知
る
所
な

S

九



:

0

',:

錄
、
：

又
身
を
軍
藉
に
置
か
次
る̂
>農
業
等
に
從
事
せ
る
？
の 

.
に
しV
安

價

の

勞

カ

を

：得

ん

於

爲

：、

子

福

な

ら

ん

2
欲 

し
'杧

.̂
令
の
あ
ろ
0
今
劣
猶
ほ
米
國
の
內
地
等
の
如
き•
 

農
業
の
盛
な
る
處
に
て
は
幽
奚
は
子
の
多
き
を
喜
ぶ
風

I  

あ
る.
炉

如
-(
>
0
‘然
れ

ど

名

槪

し
<'
云

へ

ぱ

各

國
 
一«

に

I  

生
活
の
程
度
高
ま6
允
る
今.
日
に
於y

.

如
何
な
る
理
由 

あ
るU

名
せ
ょ
、
往
游
の
如
く
子
を
，設
け
ん
と
す
る
希 

望
大
攻
ら
支
。
唯
因
習
の
外
し
き
其
欲
望
の
根
抵
意
外 

.に
强
固
fc
し
て
侮
ど
る
可^
る
#
力
を
有
す
。
殊
に
我 

國
に
於
て
は
現
今
猶
ほ
家
名
相
續
問
題
に
腐
心
ず
る
者 

頗
る
多
し
0
且

.つ

多

少

の

資

産

を

有

す

る

名

の

は

死

後 

之
を
全
ぐ
他
人
に
遺
赠
す
る
乙i
を
好
4
ず
し
て
、
自 

己
の
肉
身
に
之
を
傅
へ
ん
と
欲
す
る
名
の
多
し
。

窘

老

し

く

は

家

#
相
續
人
の
養
子
を
以
て
之
に
充
っ 

る
こ
と
を
得
れ
ど
、
*
子
は
到
底
被
相
纘
人
の
自
家
永 

存
の
欲
望
を
滿
把
す
を
能
は̂
れ
ぱ
、
出
ま#
る
限
6 

實
子
を
得
ん
i
試
む.
る
5
4.

;

而
し
て
'實
子
は
結
赌
に 

依
6 
V設
く
る
を.
通
則
と
し
、
若
乜
不
成
功
に
終
ろ
允

.

1

0

.
る
i
き
は
我
國0
人
.々
の
如
ぐ
妾
を
書
へ
，て
其
希
望
を 

滿
把
S-
ん
と.
し
、
是
れ
に
し
て
猶
ほ
功
を
奏
せ
ぎ
る
と 

き
ば
始
めV

養
子
策U

®?
ふ
ふ
名
の
あ
ろ
。 

n
-

れ
'ば
一.
般
に
子
に
對
す
る
欲
望
箸
し
く
減
退
せ
し
？ 

猶
ほ
或
る一

部
の
人
々
殊
に
我
同
胞
間
に
は
其
欲
望
左 

程
衰
へ
次
る
を
見
る
な6
0
其
欲
望
を
茈
式
に
滿
允
し 

|  
.

# .
る
？
の
は
妻
帶
な
れ
ば
、
.
：自
家
永
存
の
欲
望
？

p

亦
 ̂

結
®
動
機
の
ー
原
因̂

る
を
失
は̂
9 

三
、
勞
力
の
增
加
世
に
は
妻
を
發6

て
自
己
の
努
力 

j

の
足
ら
3 '
'
る
*5
:
.»

足
せ
ん
ゑ#
す
る
名
の
あ6

,0

其
追 

|

加
勞
力
の
用
途
は
左
の
如
く
大
別
し
て

11

と
な
す
こ
と 

一
を
得
べ
し
。
: ;
:
',-
:
ぅ

..：
 

. 

j  

a,
家

事

パ.
，•

,
 

:

,

 

'
'
‘
補
助
勞
働'  

’ 

' 

'

I. 
a*家
事
自
己
の
勸
勞
よ'0
生
梦
る
所
得
を
以
て
家
許 

.

を
立
つ
る
に
充
分
な
る
名
、
家
內
の
雜
務
：に
從
事
す
る
、
 

蹄

間

、
能

力

若

し

，く

は

®
味
を
有
せ
次
る
を
以
て
、
妻
を 

娶
6
て
之
に
家
事
を
訪
せ
ん
と
欲
す
る
？
の
多
し
。
而

163
.
し
て
其
目
的
單
に
自
己
の
爲S
己
な
る
と
自
B
尬
に
其 

弟
妹
、
老
父
母
の
.如
き
被
保
護
者
の
爲
な
る
名
の
ム
ニ 

.
あ
6
。
單
に
自
己
の
便«
の
爲
に
妻
を
述
ふ
る
«
>
:
炊 

事

、掃
除
、裁
縫
其
他
吵
雑
事?:
委
託
せ
ん
i
な
す
ぢ
の 

'に
て
、
自
己
舱
に
被
保
護
者
の
便
益
の
爲
に
妻
帶
ガ
す
.

は
炊
事
等
以
外§

0

養
育
、
老
父
母
の
保
護
を
委
. 

ね
ん
鉍
爲
な6

。
此
勞
役
の.爲
に
普
通
，
下
婢
を
麗
ひ 

て
夫
れ
に
充
つ
る
？
の
少
な
き
は
、
：
月
給
僅
於
に
ニ
三 

.蘭
を
要
求
す
る
下
女
を
使
用
し
て
は
到
底
滿
足
な
る
結 

果
e :

得
.る
こ
と.能
は
^
?
.
若
し
癒
當
な
る
技
能
と
人
格 

へ
を
有
せ
：
る
？

の
を

®

傭
せ
ん
i

せ
ぼ
、
勢
ひ
高
給
を
支 

’ '

娜
はf

l
-

る
^ :

か
ら
次
る
於
故
、
反
つ.て
妻
5:

娶

る

方

得
_
} 

策
i
な
る
な

b :
'

補
肋
勞
働'
家
事
み
雜
務
を
委
豁
ず
る
以
外
に
.業
_
 

.の
肋
手
を
得
ん
が
爲
に
結
媚
を
な
す
者
あ
ぅ
。

.
而

し

て1 

# .

助
勞
ガ
の
用
途
に

r
l

あ
6

0

' 

.
ー
.
は

協

カ

を

要

す

る

場 

.合
、
他
ば
事
業
の
發
展
上
勞
カ
の
增
加
を
要
す
る
場
合

.

卽
ち
是
れ
な
み
。':
槪
しV

此

種

の

勞

カ

を

望

む

名

. 

-

:

.

.
 

.
'
. 

.

'

''

雜

.
-
錄

.：

'

一

0.
t
t小
規
模
：の
企
業
を
經
營
せ
る
名
の«:
6
。
例
へ
ぱ 

寡
獨
の
農
夫
は
耕
耘
、
種
藤
、
植E
、
收

獲

、
.
運

搬

等 

|  

に
肋
手
を.
要
し
、.
製
造
業
者
は
原
料
の
難
備
、
機
械
の 

蓮
轉
、
旣
成
品
の
整
理
等
に
補
助
を
望
.
み

、
，
店

主

は

商 

品
•
の
買
入
、
店
番
等
に
助
*
を
得
ん
と
欲
す
る
於
如
し 

:

要
す
るu

勞
カ
の
增
加
を
獲
得
せ
ん
於S

妻
を
娶
ら 

j

ん
と
欲
す
る
冬
の.
は
社
會
の
下
級
者
な
れ
ど
、
社
會
の 

慕_
大
部
分
は
下
級
者
を
以
て
構
成
す
る
名
の
な
れ
ば、.
 

此
結
婚
動
機
名
亦
重
要
な
る
名
の
と
爾
つ
べ
.
し
。
：
：.： .

一
四
、
節
儉
：
獨
身
生
活
は
世
帶
生
活
よ6
?
不
經
濟
故 

/)
'
と
し.
.;
'*.
妻
帶
を
企
圖
す
る
？■の.
な
ぎ
に
し
？
非
すo  
. 

•
同.r

生

-®
程
度
を
繼
續
せ
ば
、1.

個
人
の
衣
食
住
费
欧 

.
一.
一
個
人
の.
衣
食
住
費
よ
6
?
少
額
な
る
は
11
々
す
る
を 

要
せ
^
る
所
な
る
？
、'
靑
年
の.
獨
身
生
活
に
は
夫
れ
.に 

ft
:
隨

す

る

、交際費等の冗費多けれど名

、
# 

帶
せ
ば
此
等
の
衣
食
住
費
以
件
の
文
出
を
省
き
>,
是
’れ 

1C
依-
0\て
節
約
し
^
る
金
額
を
以
て
妻
帶
に
因6
て
生 

岁
る
衣
食
« ,
費
の..增
加
觀
5:
« ;
ふ
^
餘

.
^
恥

る

乙

と

な

拳

1

.



雜

.
鋒

射

し

と.
せ
^
0
然

れ

ど

？

こ

は

窠

に

一

菌

の

眞

理

に

.し
て 

斯
於
る
薄
弱
な
る
理
由
を.以
.て

結

癖

を

遂

行

な

す

は

智 

者
の.
爲
す
所
に
非^
。
如
何
と
な
れ
ぼ
、
妻
帶
を
決
行 

し
柘.
る
曉
に
は
家
族
の
繁
殖
を
豫
期
す
る
の
要
あ6
0 

•

家
族.
の
增
確
は
衛
生
費
の
潜
加
、
養
育
費
等
の
新
負
檐 

を
酸
す
を
忘.
る
べ
か
ら
す
。

遮
莫
、
假
令
譲
見
な
る
に̂P
せ
よ
、
生
活
費
節
減
の
爲 

結
婚
を
獎
勵
し
、
文
は
夫
れ
を
計
晝
す
る
劣
の
あ'るi 

せ
ば
、
是
れ
？
亦
杧
結
婚
の
勳
機
の
一

U

數
へ
ぎ
る
を 

得
^
。.

五
、
虚
滎
心
世
に
は
自
家
の
資
產
の
大
な
る
を
誇
ろ 

其
家
ft
の
豐&

な
る
を
街
は
ん
舣
爲
、
妻
を
迎
ふ
る
.名 

の
な
し
と
せ.梦
。
叉
資
產
大
な
ら
す
、
象
計
豐
か
な
ら 

ざ
3
^

、
自
家
の0
M

の
爲
か
若
し
く
は
虛
榮
心
に
驅 

ら
れ
、
盛
大
な
る
合
衾
式
を
擧
行
す

..る
劣
の
あ-
0
0此 

響.
の_

は.
資
産
家
か
若
し
く
は
世
人
に
«
產
^
と
®
® 

さ
れ
んi
欲
す
息
2
の
に
し
て
、
.其
數
多
か
ら
ね
と
彼 

等
の
行
爲.Q

T
M
rt
t
#.
KI
及
^
す
^

の̂.
恐
息
ベ
き?

五
三1'

一

の
あ
る
を
思
はt
此
結
婚
原
因
劣
不
間
に
附
す
る
能
は 

S'
'

■る
也
。

六

，、

野

心

多

少

の

手

腕

世

才

を

有

す

る

？

の

に
て

% 

I

門
若
し
く
は
富
豪
を
外
戚
に
持
^
ん
こ
と
を
希
ふ
名
の 

あ
6
。
瑭
4
し
て
は
夫
れ
が.
爲

自

己

の

生

家

と

_

し 

其
^
^
を

放

棄

し

；
入

婿

と

な

る

を

厭

は

次

る

？

の

あ

/
ジ 

彼
等
の
結.
婚

の
-±
眼
£
な
す
所
は
情
微
の
滿
足
に
非
岁 

自
家
永
存
の
目
的
に
名
あ
ら
少
、
將
又
自
己
の
富
力
を 

銜
は
ん
i
ず
る
虛
榮
心.
の.
滿

足

に

名

非

ず

。

唯

自

家

.の 

«
鬪
を
好
ま
ず
し
て
、
其
酣
偶
者
の
家
名
、
權
烕
*
富 

I

カ
等
を
^
用
し
て
自
己
の
立#

{̂
11
|:
を
助
勢
し
、
或
は 

一
，

夫

れ

J4.

依-Cv

て

安

逸̂
，貪

ら

ん

と

欲

す

る
^
P0
な
6
。

其
中U

は
塒
と
し
て
互
に
情
交
を
温
か
に
せ
る
婦
人
其 

I
生
家
0
唯
一
の
家
督
相
續
人
な
る
を
以
て
、
他
に
共
に 

j
階
老
の
契
6
を
結
ぶ
方
^
な
き
を
以
て
、
已
む
を
得̂

'
其
婦
A
の
生
家
に
入
婿
と
な
る
者
な
き
に
し
$
在
ら
次 

、
れ
ぞ
名
、t
は
例
外
に
し
て
、
入
婿
の
理
由
は
多
く
前 

に
述
ベt£
&
^
.L
0
入
婿
は
後
進
國0
風
習
に
しy

歐

185

米
0
先
進
國
に
は
稀
舡
夫
れ
に
類
似
せ
る
名
の
を
見
る 

s

f

o

我
國
に
於
て
は
、.
此
風
習
猶
ほ
依
然
と
し 

て
存
す
れ
ど
、
人
智
の
發
達
す
る
.に
從
ひ
漸
次
消
滅
す 

る
な.
ら
ん
。

七
、
道
德
上
の
原
因
結
婚
の
原
因
に
し
て
道
德
問
題

， 

に
關
係
を
及
ぼ
す
劣
の
、
中f

c

-c
重
な.
る.
名
の
.
»
左
の 

ニ
#
な

ら

ん

。

. 

'十
私
通
の
結
果 

:
.
.l
r
博
愛
心

a .
私
通
の
結
果.
毋
子
他
家
の
女
子
と
斯
合
し
、
其
結 

果
情
婦
の
絍
娠
を
釀.1,
杧
る
と
き
、
情
婦
の
親
戚
若
し 

{
は
自
己
の
親
友
の
壓
迫3Cは

！
！

告
、
注
意
に
因6
、 

或
は
自
ら
進
ん
で
、
情
婦
及
び
胎
兒
の
將
來
を
慮
り
、

絡
辦
を
斷
行
す
る
名
の
あ6
。
又
姙
娠
を
來t
す
の
不 

幸
ガ
き
名
、
情
婦
の
.親
族
の
憤
怒
激
烈
な
る
於
爲
其
結 

果
を
恐
れ
て1£
式
に
^
禮
を
行
を
？0
あ
ろ
。

b.

博
愛
心
此
澆
季
の*

に
當
ム
そ
| #
*

心
の
^
#
女. 

を
.娶
る
？
の
多
か
ら
次
る
は
贅
す
る
を
要
せ

3'
'

れ
ど
？

雑

錄

塒
i
し
て
は
黄
金
萬
能
の
米
國
に
於
て
す
ら
間
々
博
愛 

心
の
爲
結
婚
を
な
す
名
の
な
き
に
し
名
非
ず
。
相
當
の 

收
入
を
有
も
良
妻
を
求.め
つ
、
ぁ
る
紳
士
、
目
前
可
憐 

の1

婦
人
財.W

M
、

不
具.
、
老

父

母*/
/
保

議

若

し

く

は 

其
他
涙
あ
る
者
の
同
情
を
惹
く
に
足
る
事
情
よ
ろ
し
て 

0
0
の

&少
な
き
を
見
て
«
双
心
を
起
し
其
婦
入
を
娶 

6
*
の
不
遇
を
慰
藉
し
、
其
負
擔
を
輕/;
>.
ら
し
^
ん
.と 

欲
す
る
？
の
あ6
0 .

叉
赌
約
を
な
せ
る
に
は
あ
ら
^
る 

免
、
自
己
を
戀
；

5

慕
ふ
の
餘
6
自
己
i1

生
涯
苦
樂
を 

共
に
な
す
こ
と
能
ゆ
次
れ
ば
寧
ろ
終
身
處
女
生
活
を
試 

み
ん
と
決
心
せ
る«
人

あ

る
-?
:
知
<
>
、
此
女
に
斷
騰
の 

思
01
を
爲
^
し
-̂
、
厭
世
の
精
神
を
抱&
し
て
4
で
«- 

自
己
の
愛
す
る
他
の
婦
人
と
合
衾
の
式
を
擧
ぐ
る
程
利 

已

J6
に
富
i
3'
'
る
を
以
て
此
pr
«

の
婦
人
を
娶
る
?
の 

な
し
と
せ
^

。
'

:

八
、-
，習

慣

習

慣

の

.勢

力

の

偉

大

な

る

は

玆

に

■

々

す 

る
を
要
せ
次
る
所
に
し
て
、
人
の
帽
子
を
冠
る
を
見
て 

自
分
名
之
を
眞
似
、
，旅
行
先
に
て
、

衷
心
自
己
の
愛

五
i,
 

、
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18
せ
^
る
令
の
、
爲fc
名
土
產
品
ど
膦
賈
し> ...親
办
死
去

な

儀

を

催

す

等

、
皆

是

れ

暫

憤

の.權
烕〕

服

從

若 

1
ぐ

は

盲

從

す

石

《

の
._
に

*
す

し

て

何

ぞ

や
0
:結
辦

0 . 

動

機

人

每

ic
、多

少

之

を

異

に

せ

ん

令

、
.男

乎

或

は

一

定 

の

年

腺u

達

せ

ば

、
..
不

具

、
禁

錮

其

他

■

を

得

る̂ 

の

理

由

あ

る

に

非

れ̂

ば

迎

妻

す

ぺ

き
.名
o;な

..o

と
は 

孰

れ

の

國

を

問

は
.岁
、
，
上

卞

を

通

^

て

信

岁

る

听

な

ろ
 

我

國

の

如

き

に

於

て

は

、
負

債

〈
，貧

®
、
兔

梁

、
其

乜 

妻

帶

上

不

都

合

を

釀

し

得

べ

き

事

情

を

名
之

を

結
婚
の 

大

障

碟

物

i
看

做

か̂
る

^

p

の

多

し

。

獨

身

生

舌

の

利 

害
得
失
は
偖
て
胬
き
、
生
活
程
度
の
高
上
せ
る
爲
比
較 

的

此

習

慣

の

權

威

衰

へ

允
.る
先
進

.國
に

於

て

す

ら
、
，
0
 

ほ

無

妻

主

義

に

無

條

件

の

裏

書

を

な

す

こ

と

を

睛.m
す 

る

g
の

多

し

。
況

ん

や

他

の

後

進

國

、
殊

に

東

洋

諸

國

に 

於

て

を

や

で

祝
4

て

一

家

を

以

て

社

會

の

單

位

と

せ

る 

'
封

建

雕

代

の

制

度

今

猶

ほ

殘

存

せI
國

の

如

？

至

ろ

，て
は
、
相

言

.年
齢

暴

！

莩

Q
_

主

義

を

.1
1
四

實
行
す
ふ
は..
»
會
の
，爾
獬
5:
:
招
き.
易

-<
-
、
且

つ

親

友

の
 

思
言
默
し
難
く
、
.
親
族.
の
歷
迫
避
くI

、
術r 
く

、
.遂

に 

.

« .
兜
-̂

暫
慣
の
陣
前
に
，脫
ぐ
名
の
少
し
，と
せ
次
る
払
。 

以
上
八
件
以
外
に
結
婚
の
動
機
と
な
る
名
の
尠
し
と
せ 

歩
ふ
雖
名 
>.
要
す
る
に
主
と
し
で
前
揭
の
事
情
、似
動
， 

1
6
^
、
妻
帶
©
欲
望
生
^
、其
欲
望
を
滿
女3
ん
财 

爲
相
^
の
候
¥
者
を
選
擇
す
る
の
要
生̂
.
0
さ
、
と
其 

候
補
者
$
亦
余
が
第
三
®
に

於

て

論

せ

^

と

す

る

種

々
 

の

動

機

の̂
^
嫁

の

欲

望

を

有

す

る

婦

人

に

限

!̂ 
AV0.. 

而

し

：て

前

に

述
ベ
*
る
、が
如
ぐ
、
結
.辦
の
希
望
を
有
せ 

名
崎
人
は
數
に
限
，

<V

在
る
を
以
て
、
水
、
空
氣
の
如
き
自 

由
诩
に
非
^
し
て
、
限
界
功
用
を
有
す
る
一
猶
の
享
樂 

姻
な
ろ.
。

余

輩

は

是

れ

よ

ろ

進

ん

で

、
.
•
男

子

於

如

何

な
 

...
る
場
合
に
如
何
な
る
方
法
を
用6i.
て
此
享
樂
財
を
^
晶 

す
石
や
を
攻
究
せ
ん4
欲
す
。
、

抑
1
享
樂
財
に
游
耗
品
と
使
用
品
と
の
ニ
種
あ
る
は
玆 

に
論
梦.
る
の
要
な
き
が
、
妻
は
其
後
者
、
郎
ち
使
用
享 

藥
財
な
6
.0
諸
し
て
便
用
享
樂
.»
は
其
使
用
者
の
.失
费

187
.
の
種
ぎ
に
據
み
普
通
左
の
如
く
分
類
す
^
こ
と
を
得
べ

し

.0.

.
*
; 

:
* 

• 

.

一
維
持
費
の
み
を
.要
す
る
物 

ニ
、
]!
#
入
*
以
'
み

を

要

す

る

物
 

ー 1
1

赚
入
«
#-
に

維

持

費

を

要

す

る

物
 

維
持
費
の
み
匕
要
す
る
使
用
享
樂
財
は
無
償
に<他
ょ 

6
贳
ひ
し
、
大
猫
の
類
故6
0 .
膦
入
費
の
み
を
喪
す
：る 

使
用
享
樂
財
■は
狼
損
の
.虞
少
な
き
#
s

の
如
き
名
の 

に
し
て
、
.
膦.
入

費

雜

に

維

持

費

を

要

す

る

ぢ

の

は

、
有

貨 

r;
v
讓
6
受
げ
忆
る
大
猫
類
锨
に
家
屋
、
，牛
馬
、
、下
駄 

靴

，■衣
服

其

他

多

く
©.
使

用

拿

樂

財

是

れ

な

ろ

..
0
ン 

然
办
ど
名
結
婚
當
事
者
の
候
補
者
な
る
婦A
は
結
婚
の. 

希

望

を

有

ず

る

畀

子

ぉ

龙

看

れ

.ば

單

P 
一
 
_種
の
使
用 

享
樂
財
^
る
i'
、.
同

滕.M
、

自
身
其
财
の
所
有
者
な̂

. 

ぼ
、他
の
家
屋
、牛
馬
等
普
通0 ;
使
用
享
樂
財
の
如

き

單 

純
ダ
る
令
の
に
非̂

し

て

、
‘
.之

を

獲

得

す

名

手
、段

場

合

， 

劣
亦
把
祓
雜
せ
る
於、
大

略

左

の

如

く

之

e
大

別

する 

.t
i 
を

得

ん。..v  .

.へ

.‘
，、■:
<-.
;. 
' 
一' 

へ

；.:V;;.,

雜

繳

■

一
雕
入
費
11
£
に
維
持
費
を
要
す
る
場
合 

ニ
、
維
持
費
の
み
を
喪
す
る
場
合 

、
3
、
]»
入

費

の

み

を

要

す

る

場

合

四
、
騰
入
費
並
に
維
持
费
を
要
せ
次
る
場
合

五
、.
維
持
費
を
®
す
る
3
之
に
對
す
る
補
償
あ
る 

:
場
合

，
六
、
補
償
金
あ6
て
且
つ
維
持
費
を
要
せ
次
る
場 

X
P 
-

:

:

七
、
入
婿
の
場
合.

-

,

.1

、
撒
入
費
並
に
維
持
费
を
要
す
る
場
合
玆
に
購
入 

费
i
稱
す
る
ば
結
辦
費
に
し
て
左
の
 
一|

件
を
含
むo

着

，
.
...
:
'ペ
.

:

.

れ
結
鈉
現
今
我
國
に
於
て.結
鈉
と
稱
す
る
者
は
昔# 

花

婿

辦

：花

嫁

.の

父

兄

に

交

附

せ

し

花

嫁

の

代

償

の

遺

物
 

な
6

,°
,花

鑛

の

供

給

紗

花

嫁

の

需

要

を

滿

允

す

に

足

ら 

.
F
る
と
き
は
其
限
界
功
用
高
騰
し
.
、.
花
婿
ぼ
入
手
せ
'ん 

-
と'欲
す>4

花
嫁
险
對
す
石
欲

望

併

に

自

己

.の

富

力

等

に

:

"五—

:
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雜

錄

.

•«
匕
て
若
^
の
代
償
を
支
雛
ひ^
6
0
封
建
時
代
に
諸 

侯

似
K
-T
若
し
く
ば
自
己
よ^o

分
眼
低

き

他
の
諸
侯
よ 

3
妻
を
娶
6
把
る
際
其
代
償
と
し
て
、
金
餐
若
し
く
ま 

知
行
を
與
べ*
る
&
ぁ
九
維
新
後
に
流
行
甘
し
雜
羅 

妓
の
落
藉
に
費
せ
る
諸
費3
是
れ
亦
允I

種
の
迎
妻
の 

代
償
な
6
0'
或
る
米.
國
人
曾
つ
て
四
萬
圓
を
投bv
.京 

都
の
親
最
を
薇
藉'L.
て

妻

と

，
な

せ
6
と

，
聞

く

。

此

妻

の 

聚
入
費
は
卽
も
四
萬
圓.5
6しS-CV。’ .
而
しy

.i
t-
聯
入 

費
の
大
小
を
左
右
す
る
者
は
大
略
左
の
：八
條
伴
な
.
ヶ
0 

」

、
結
龉
希
望
0
男
子
の
數 

ニ

、

其

希

望

の

程

度

，
：

三
、
或
婦
人U

對
す
る
或
男
子
财
有
す
る
微
望 

の

程

度

：
' 

.
 

四
い
其
男
子
の
富
力.
.

五

、
結

婚

希

望

の

女

子

の

.數
 

六

'

其

希

望

の

程

度
 

•

七
、
或
男
子
に
對
す
る
或
女
子
若
し
く
は
廿
妄 

.

子
の
傑
議
者
狖
有
す.
る
#
望
の
程
度

五
i
 
,

八
、
其

保

護

者

の

富

力.
1

ょ
6
四
迄
多
き
か
若
し
く
は.高
か
け
れ
ば
_
女
に
對 

.
ム

す
る
代
償
高
く
、
少
な
隹&
若
し
く
は
低
く
け
吖
^
代 

|

償
S
亦
^
從
つ
て
低
し
。
.
，
是

れ

に

反

し

て

'五
ょ
6
八
迄 

多
き4

若
し
く
は.
高
か
け
れ
ば
、
代
償
低
く
、
少
?
窆
於 

j

若
し
く
は
'低
け
れ
ば
、
代
償
高
し
昔
辟
流
行
せ
し
妻
女 

代
償
变
拂
の
藤
習
漸
次
消
滅
し
、
今
は
單
に
儀
式
的
に 

j

結
鈉
と
し
て
存
す
る
は
、1'ょ
6
四
に
至
る
條
件
於
五 

|  

•ょ

み

八

に

至

る

條

件

に

比

し

て

馘

退

し

杧

る

财

故

な

ろ 

b.
合
衾
式
®

貴
賤
貧
富
を
問
は
ず
、
合
衾
式
を
擧
行 

,

す
各
に
際
し
#
自
其
分
限
牧
入
等
に
應
ヒ
多
少
の
殳
® 

纟
を
負
檐
甘
次
る.
ベ
れ
.ら
ず
。：
此
負
擔
は
當
事
者
兩
家
に 

掛
る
？
の
な
；れ
ど
、
花
婿
の
分
谵
の
方
重
き
を
常
と
す 

此
失
費
の
項
目
、
脎i
場
所
を
異
に
す
名
に
從；

S

 }

定 

I
.

せ
ず
と
雖
务
、.
我
國
.に
あ
名
て
は
左
に
揭
ぐ
る
名
の
を 

(

以
て
其
重
な
：る.
洛
の
と
す
0

V
、

禮
服
費 

、

ニ
、
腐
宴
費

189

三
、
披
露
式
費 

•
四

"

媒

妁

人

の

謝

禮 

五
、
視
品
に
對
ず
る
應
報
費

•

似
上
吾
人
は
#
女
の
購
入
*
を

論

せ

し

が

、

普

通

：、
.
雕 

•
入
費
よ
6
?
維
持
费
を
多
く
要
ず
る
ぢ
の
に
し
て
、
維 

持
費
'に 

.

，

a.
經

常

费

と.
'

h
臨

鐾

，.

の
エ
ぁ
6
。 

'

a..
經
常
费
を
復
杧
分
ち
て
、
生
活
#
と
交
際
費
と
な
す 

普

通一

夫
婦
の
生
活
費
は
獨
身
男
子
の
生
活
費
の

I

一
倍 

.!
:
要
せ
次
る.
？
、
多
少
の
增
額5:-
要
ず
る
は
事
實
な6 

妻
帶
ょ
6
生
梦
る
家
族
の
增
加$
其

一

家
：の
生
活|

質
を 

髙

上

せ

し

む

る

？

の

な

れ

ば

‘：
是

れ

名

亦

妻

女

の

維

持 

費
の
一
部
と
し
て#
入
す
る
を
要
す
。
且
つ
妻®
の
'爲 

外
戚
な
る
新
關
係
生
匕
、
其
薪
關
係
は
朋
友
知
己
の
增 

■
加
を
釀
し
、
從
つ
て
、
交
際
費
の
翯
ひ
は
必
然
の
數
な 

6
。
携
妻
の
爲
め
獨
身
滕
代
の«
«
の
一
.
部

は

之

を

節 

雜

.
錄

約
し
得
ん
名
、
之
を
以
て
迎
妻
の
爲
に
髙
騰
し
允
る
交 

際
費
を
償4

に
足
る.
や
疑
は
し
。. 

b.
臨
槠
費
の
重
な
る
名
.の
を
衛
生
費
と
出
產
費
と
な
す 

:

結
婚
期
に
達
サ
る
婦
人
は
其
生
涯
中
最
大
危
險
の
塒
代 

は
あ
る
^P:

の
に
し
て
、.
動
名
す
れ
ば
健
康
を
害
し
醫
師
，
 

の
助
カ
を
受
け3'
'
る
べ
&
ら
3'
'
る
の
虡
れ
あ6
。
特
に 

新
婚
婦
人
は
無
智
、
不
注
意
ょ6
し
<
、
各
種
の
婦
人 

;

病
に
罹
6
、
其
良
人
の
經
濟
的
負
檐
と
なX
?
の
®
か 

^
ら
ず
。

一
出
產
費
名
亦^
妻

.;
®
上
の
臨
肺
費
の
重
？
な
る
名
の
に 

し
て
、
安
産
の
場
合
は
其
諸
費
比
較
的
少
額
な
れ
と、.

:

不
幸
に
し
て
、
難
産
に
て.
母
子
の
肥
立
惡
し
き
際
は
夫 

れ.
に
對
す
る
失
費
少
か
ら3'
'
る
な
6
。

一

ニ
、
維
持
費
の^
を
要
す
る
場
合
，
無
償
し
て
大
猶
、

:

草
木
を
獲
得
す
る
名
其
維
持
費
は
獲
得
者
の
負
®
と
な 

す
を
常
と
ず
。妻
女
名
亦
然
‘
0前
に
論
せ
し
如
く
、
昔 

塘
妻
女
の
獲
得
に
は
騰
入
費
並
に
維
持
費
を
要
し
た
れ 

ど
、
今
は
普
通
其
維
持
費
の
み
を
要
す
る
を
常
と
し
、
購

at
一

t

一
七 

.
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0
入
費
を
要
す
る
こ
と
稀
な6
。
結
納
な
る
名
の
あ̂

ど 

:

そ
は
名

義

土

存
す
る
名
の
に
し
て
、
花
嫁
の
限
；界
効
用 

の
減
退
し
杧
る
今
日
に
在6
て
は
、
其
領
大
な
ら
ずo. 

'
，
加

之

、

花

嫁

の

實

家

ょ

6
夫
れ
に
對
す
る
應
償
.を
贈
る 

を
常

ぇ

な
す
故
、
事
實
上
購
入
費
を
全
く
要
せ
冷
る
？
：
 

の
尠
//
>
ら
梦
。
此
費
用
の
多
少
存
す
る
や
芡
は
皆
無
な 

る
や
は
前
段.
に
論
せ
し
如
く
、
花
婿
に
對
す
る
花
嫁
の 

効
用
と
、
花
嫁
に
對
す
る
花
婿
の
效
用
の
此
例
並
に
土
：
 

地
の
習
慣
等
に
て
定
ま
る
名
の
な6
0

斯

く

の

如

く

普

通

妻

女

の

購

入

費

は

»

少

な

る

か

叉

U

 

.
皆

無

な

る

名

、
#
持

費

は

妻

帶

者

の

負

檐

と

な

す

を

通 

則

と

，
す

。

此‘維
持

費

は

結

龉

に

關

す

る

最

大

な

る

男

子 

の

負

檐

に

し

て

、
此

重

檐

な

る

ヒ

名

係

は

ら

岁

男

子

の 

,大
多

數

が

遂

に

«
妻

帶

を

決

行

す

る

は

其

重

檐

を

自

覺 

せ

>
る
か
、
若
し
く
は
、
結
辦
に
依

6

て
滿

tc
し

得

ふ 

自

己

の

欲

望

の

價

-«
、
夫

れ

に

因
6

て

生

梦

る

失

費

ょ 

6

名

大

な
6
と

思

惟

し

；̂
る

於

故

な
6

。
.

.
三
、
膦
入
#

の
み
を
要
す
る
場
合
中
流
以
下
の̂
婚

'
 

五
三
：八

.
に
妻
女
の
購
入
費
の
み
を
要
し
て
多
額
の
^
^
费
を
要 

せ.
次
る
名
の
尠
か
ら
ず
。
例
へ
ば
結
婚
期
に
達
し
妻
女 

^
る
の.
資
格
を
備
へ
长
る
婦
人
、
.
|
父
母
の
生
活
费
の 

1
部
若
1
く
は
全
部
を
補«/.
し
つ
、
あ
，0
と
せ
ば
、
此 

t
A
を

娶

.(
;
ん
と
欲
す
る
者
.は
其
父
毋
に
多
少
の
代
償 

I

を
與
へ
次
る
ぺ
か
ら
支
。
辟
と
し
て
は
、
其
代
憤
を
一 

一
勝
狒
と
せ
^
しy

、
每
年
若
しく

は
毎
月
一
定
の
補
助 

^
金
を
-®
與
す
る
乙
と
あAジ
。.
叉
峙
と
し
て
は
、
其
父
母 

一
を
呼
ぴ
寄
せ
、
其
の
生
活
費
を
負
擔
す
る
こ
と
あ6
要 

|

す
る
に
妻
帶
に
附
隨
す
；る
此
特
種
の
失#
が
如
何
な. 

一.
る
方
法
を
以.
て

支

拂

は

る

、

に

名

せ

ょ

、

是

れ

均

し

く 

妻
女U

對
す
る
代
償
な6
0如
斯
其
勝
入
費
を
要
す
る 

一
名
、其
雜
持
費
を
要
せ

'̂
る
場
合
あ
々
。
結
婚
の
際
屑 

嫁
の
後
妻
女
は
夫
の
營
業
の
補
助
を
な
し
叉
は
職
業
の 

^
助
手
と
な
る
沪
若
し
く
.は
獨
立
に
營
業
に
從
事
し
或
は 

(
他
に
其
勤
勞
を
寶6
て
家
計
を
肋
く
る
契
約
を
結
ぶ
名 

の
あ
6
。
又
斯
於
る
契
約
な
き̂
結
婚
後
夫
れ
を
實
行‘
 

す
る
名
の
あ
ろ
。
_
女
舣
家
事
の
雜
務
に
從
事
す
、る
以
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外U
,

其
勸
勞
を.
利
用
し
て
夫
の
收
入
を
塯
加
す
る
名
の
、
 

先
進
國
に
は
比
較
的
少
數
な
れ
ど
、
後
進
國
に
は
頗
る 

多
し
。
我
國
に
於
て
は*
婦
殳
ハ̂

は
下
罾
&
會
の
常
態 

に

し

<

、
，
夫

财

單

獨

に

て

其

家

許

を

支

ふ

る

は

稀

に

見 

る
所
なCNO.

近
肺
中
流
社
會
に
てi

高
等
共
稼
な
る 

名
の
あ
みV

、

配
偶
者
あ
る
婦
人
に
し
て
相
當
の
報
酬 

を
#V

敎

鞭

を

執

み

居

，
る

者

尠

か

ら

^S。

'

四
、
購
入«
並.
に
維
1.

を
要
せ
次
る
場
合
_'!
:
娶 

る

に

當

代

償

を.
要
せ
^
る
の
み
，な
ら
ず
、
結
婚
後 

其
維
：

を
要
せ
次
る
原
因
の
種
類
多
け
れ

〜

、
左
、

Q
.  

三
件
は
其
重
な
る
名
の
な
ら
ん
。

;

ネ
自
身
豐
な
ら
ぎ
る
'者
が
資
產
家
を
外
戚
に
持

I',
づ
と.
き.

.

',,•:)

へ
扠
妻
の
候
補
者
其
結
婚
に0
6
て
父
母
の
家
許 

• 
.■.
'

に
何
等
の
影
響
を
及
ぼ
さ
岁
、
：且

.
つ
共
餘5:
:.

ノ'肯
史
る
と-
き

. 

V 
•

.
. '
'
夂
妻
の
候
補
者
何
等
の
係
累
を
有
せ
玄
ご
儿
つ'
 

■;.
':典
稼
5:-
肯
4
|

^
と,
' 
丨

:

雜
：：

0

■.

(
f

)

.
普
通
、
財
產
家
よ.
ヶ

妻

を

.娶

る

腊

は

何

等

の

代 

償
を
要
せ.
ず
。
結
鈉
の
交
換
あ
れ
ど
、
.抱
婿
は
其
交
換 

,

に
依
6
-C
多
少
の
利
益
を#
る
こ
と
あ
6
0
且
つ
高
價 

一.

(

の
嫁
入
道
具
は
合
衾
式
費
を
償
ふ<
餘

6
あ
名
こ
と
多 

一：.

し
。
亦
花
婿
自
身
多
少
の
資
産
を
有
す
る
と
き
は
自
己 

の
t l.
面
上
妻
の
維
持ft
を
列
戚
よ
6
之.
を
.供
ぐ
こ
と
を 

' ;

得
含
れ
ど
名
、然
ら̂

る
と
き
は
。̂

一
 
部
若
じ
く
は
全 

(：

部
の
5 :
^
を
'®
く

る
t 
L
c.

f
o
富
豪
が
其
愛
孃
を
自 

家
よ-o

生
活
の
程
度
低
き
家
庭.U

之
れ
を
嫁
す
る
に
際 

:  
'し
、
盐
豫
持«

を
支
出
す.
る
は
、；
愛
子
を
し
て
結
婚
後 

:

以
前
と
同
等
の
生
活
程
搜
を
繼
續せ
し
め
ん
と
欲
す
る 

&
、
若
し
く
は
虛
榮
心
に
驅
ら
れ
て
ゥ
或.*
行
兒
.に
娘 

'
を
押
寶
せ
ん
と

.#
し
、
其

.流

行

兒

に

對
す
る
娘
の
効
用 

I
.

を
高
め
ん
於
爲
め
な4

。

■ 

.

.

I  

(

b. )  ：  
_

の
父
毋
有
福
な
ら̂

る
名
、.
其
の
家.
に
在
.̂ 

と
否
A
は
父
母
に
取6
 
y.
»
>
何
等
の
經
濟
上
の
影
響 

を
威

せ

S'
'
る
乙
と
*
-
^V0
31
蹄
之
し
て
、

一
婦
入
あ
ム
，
 

て
^
^
結
#
期
^
過
ぎ
^
る
か
、
或
は
過
，ぎA
と
し
つ.

:
1
1九
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つ
あ
る
際
其
父
母
は
痕
狠
し
て
茶
皇
之
を
他
家
に
嫁
せ 

ん
と
し
、.
從
つ
て
代
償
を
欲
甘̂

み
の.
み
な
ら
岁
、
反 

つ
て
比
較
的
劣
等
の.
男
子
に
^
6
i

之
を
嫁
し
得
る 

を
M
外
の
幸
福
さ
な
す
こ
と
あ6
Q
叉
婦
人
に
し
て
再 

:

辦
、
一
ニ
婚
等
を
望
む
名
の
％
普
通
、
代
償
を
期
待
す
る 

'
乙
と
能
は
次
る
な6
0
斯
於
る
婦
人
其
結
婚
後
夫
婦
共 

稼
を
厭
は
^
る
と
き
は
、
之
を
娶6
fe
る
名
0
は
其
妻 

女
の
購
入
费
並
に
維
持
費
を
要
せ
穸
る
な
ろ
。
•
、

(

C')

妻
の
候
者
補*
る
令
の
孤
獨
に
し.
て
、
何
等
の
，
 

係
梁
を
有
せ
ず
瑰r
自
營
の
道
を
爾
匕
つV
あ
る
名
の 

緒
婚
後
名
癣
ほ
生
活
费
を
自
給
す
る
於
支
は
夫
の
助
手 

と
^
る
こ
と
を
肯
ん
ず
る
と
き
名
亦
然6
。
#
に
し
て 

何
等
の
係
累
者
な
き.
i.
き

は

夫

れ

炉

代

償

の

領

收

者

* 

6
叉

は

.
請

求

者

允

る

名

の

，
な

し

0 
ノ 

五

、

維

持

费

を

要

す

.
る

名

之

u

對

す

る■
あ

る

場

合'. 

,
妻

の

維

持

費

の

全

部

を

負

檐

す

る

？

、
.
所

謂

持

參

金

： 

あ
る
i
き
は
其
額
に
し
て
僅
少
な
ら̂
れ
ば
、
#
と
し 

て
は
維
持
費
を
償
ひ
得
る0
と
な
き
に
し
洛
非
玄
。
假

： .
令
ば
、
妻
帶
に
因6
て
生
梦
る
諸
費
の
僧
加
額
每
年
平 

均
百
圓
と
せ
‘ん
か
、
若

し

；

一

千

圓

の

持

參

金

：あ

れ

ば

、

一

利
子
を
五
分
と
し
て

其

利

子

一

，年lC
百
圆
な
れ
ば
、
妻 

j

の
維
持
費
の.
全
：部
を
償
ふ
こ
と
を
得
る
な6
0'
維
：̂
 

一
の
金
額
の
如
何
程
に
達
ず
石
を
問
は
岁
、
利
子
を
以
て 

之
を
償
ひ
得
る
丈
の
持
參
金
あ
ら
ば
事
實
上
妻
の
雜
持 

.
費

を

要

せ

^

る

な
6

。
‘叉
持
參
金
に
しV

此
以
上
の
額 

i

な
れ
ば
、
夫
は
結
婚
に
依6
て
多
少
の
利
潤
を
得
ん
。 

要
す
る
に
斯
く
の
如
く
維
持
費
の
代
償*
る

持

參

金

.授 

受
の
行
は
る
、
は
、
、
赛
の
候
補
者
若
し
く
は
其
父
母
に 

對
す
る
夫
の
候;»
者
0
効
用
炉
孩.
者
に
對
す
1
馨

の 

j

効

用

ょ

ろ

？

此

較

的

«
く
し
て
吣
^
用
を
平
均
な
ら
し 

|

沁
ん
於
爲
处
、效
用
の
低
き
名
の
を
提
供
す
る
名
の
、
卽 

ち
妻
の
候
補
者
の
父
母
が
多
少
の
财
貨
を
之
於
身
體
に 

j
添
附
す
る
に
外
な
ら
す
。
是
れ
往
滕
諸
候
が
^
落
胤
に 

,

金
錢
を
添
へ
■て
臣
下
若
し
く
は
農
民
等
に
與
へ
杧
る
例 

と
其
事
の
輕
重
及
び
性
寶
に
於
て
異
な
る
所
あ
れ
ど 

.

其
事
理
に
於
て
は
變
る
所
な
し
。
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六
、.

補
償
金

f

.

て
雜
持

#

を
要
せ
ざ
る

場

合

持

參 

金
お
る
の
み
な
ら
す
妻
の
實
家
ょ

6

妻
の
維
持
費
に
相 

f

す
る
金
額
を
定
赌
之
を
支
給
す
る
こ
‘と
あ

6

。
此
種 

の
*

を
嬰
る
者
は
結
婚
に
因
，

c

セ
何
等
の
失
費
を
蒙
ら 

次
る
の
み
な
ら̂

、
之
に
依

6

て
自
己
の
‘收
入
を
壻
加 

す
る
乙
と
を
得̂

名
の
と
す

.0

此
種
類
の
結
婚
は
妻
の 

實
家
有
福
に
し
て
、
且
つ
容
姿
、
敎
育
、
性
質
、
人
格 

赞
に
多
少
紙
點
あ
る
於
若
し
く
は
優
秀
の
點
少
き
を
以 

.

て
、
男
子
に
對
ず
る
其
婦
人
の
効
用
低
く
、
而
し
て
花 

婿
t t

る
者
前
途
有
望
の
才
子
と
知
ら
れ
、

普
通
の
.女
子 

叉
は
其
父
母
に
對
す
る
之
於
効
用
高
く
、
且
つ
其
男
子 

料

富

裕

な

ら

次

る

爲
-&
之

に

對

す

る

財

貨

の

限

界

效

用 

高
き
場
合
に
多
く
成
立
す
る

7
5

P

の
な

6

。

七
、
入

婿

の

場

合

入

婿

は一
種
の
變
則
結
赠
な6
。 

前
述
の
如
く
自
己
の
戀
愛
せ
る
婦
人
浒
其
實
家
の
家
» 

相
纘
人
な
る
故
、
入
婿
以
外
に
他
に
此
婦
人
と
結
婚
ず 

る
方
法
な
き
場
合
を
除
く
外
は
、
男

子/P-
自
己
の
家
« ...  

を
放
棄
し
、
他
家
の
家
督
相
續
入
と
な
る
は
、
自
己̂

.
0 

.

錄
.

.

.
自
ら
*
を
娶
6
、
獨
立
の
生
計
を
立
て
、
得
る
滿
足
ょ 

:

ろ
名
、
自
己
の
勸
勞
の
全
部
を
妻
の
實
家
に
之
を
提
供 

j

し
、
其I

員
と
な
6
て

生

活

し

、
以
て
.
得

る

滿

足

の

方

大 

な
'CS

と
測
定
し
、
若
し
く
は
傅
人
よ6
然
6〜
說
服
せ 

ら
れ
把
る
於
故
に
入
婿
を
迎
ふ
る
家
於
門
閥
家
に
あ
ら 

j

少
ん
ば
财
產
家
な
る
は
之
於
故
な6
。
賤
民
間
に
名
入 

婿
な
る
者
な
き
に
あ
ら̂

れ
ど
？

P
、

婿
を
入
る
、
家
、
婿 

i
な
る
者
よ-o

比
較
的
多
く
の
財
貨
を
有
す
る
か
、
叉 

は
其
酤
偶
者
と
な
る
べ
き
婦
人
於
美
貌
若
し
く
は
優
逸 

の

性

質

を

備

へ

た

.る

爲

婿

に

對

す

る

之

於

効

用

高

き

場 
\

合
に
限
れ
6
?
若
し
入
婿
を
な3
ん
と
欲
す
る
家
賤
し 

|  
. 
く
、
其
&
偶
者
と
な
る
ベ
逢
者
於
.異
性
に
對
す
る
效
用 

低
け
れ
ば
、
入
婿
と
な6
て
妻
の
維
持
費
の
み
な
ら
す
、 

其
父
母
及
ぴ
其
他
の
係
累
者
の
生
活
費
の
負
擔
を
甘
ヒ 

|  
-
て
受
く
る
名
の-
少
か
ら
ん
。.
之

，を

要

す

る

に

入

婿

と

な
 

，る

者

は

其

妻

の

代

償

併

に

維

持

費

を

負

檐

せ

支

し

て

 ゝ

反

，つ

て

自

己

の

勞

カ

を

養

家

に

貸

し

付

け

其

代

償

と

し 

:

て

自

己.の
生

活

費

め

支

输

を

養

家

よ

6
受

く

る

な6
。

逬
四
“



194

雜

錄

以
上
吾
人
は
幷
々
の
原
因
に
よ6
結
赠
欲
を
有
せ
る
男 

子
が
其
欲
望
を
滿
把
す
に
當
ろ
て
蒙
る
有
形
の
失
養
幷 

に
或
る
小
數
の
場
合
に
於
け
る
利
益
の
一
般
を
論bt 

i

然
れ
ど
S
吾
A
は
同
時
に
無
形
の
失
費
あ
る
こ
と 

を
忘
却
す
ベ
か
ら
梦0
此
無
形
の
失
費
中
に
て
«
な
る 

名
の
は
左
の
五
件
な
ら
ん
。

1

、
行
爲
の
自
由
の
拘
束，.

ニ
、
職
業
の
自
由
の
拘
束

三
、
住
届
の
自
由
の
拘
束.

四
、
外
戚
と
の
衡
突

五
、
係

累

の

增

加：

一
、
行
爲
の
自
由
の
拘
朿
貴
賤
老
苦
を
問
は̂

、
I
 

は
皆
各
、
自
己
の
屬
す
る
社
會
の
習
騰
、
風
俗I

守 

す

る

の

要

言

て

、
絕
對
的
に
行
爲
の
自
由
を
有
甘
ず 

自
己
の
意
志
に
從
ひ
、
習
慣
を
無
視
し*
る
行
爲
を
恣 

に
せ
ん
か
、
忽
社
會
の
排
斤
を
蒙

<N
、

自
己
の
欲
望
を 

抑
制
ず
る
よ6
は
猶
ほ|

厝
多
く
の
不
便
を
感
梦
る
に 

至
ら
ん
。然
れi

、
獨
身
者
は
*
範
圍
內
に
於
てit
較 

的
妻
帶
者
よ
行
爲
の
自
由
を
多
く
享
有
せ6
0 

®

五
四
ニ

身
者
は
自
己
の
職
務U

忠
實
に
し
て
、
人
格
問
題
を
悲 

起
す
る
行
爲
な.
き
眼
6
は
起
届
、
飲
食
、
朋
友
と
の
往 

來
等
に
關
し
父
母
の
忠
言
等
を
除
き
て
は
、
之
に̂
步 

す

る

.？

の

な

し

と

雖

名

、
妻

帶

者

は

此

等

の

雑

事

に

關 

'
し
#
々
妻
の
意
見
を
聽
き
叉
は
其
の
干
渉
を
甘
受
す 

る
の
要
を
生
す
。
如
何
な
る
點
迄
妻
の
忠
言
勸
告
を
容 

る
、
の
必
要
あ
る
か
は
、
當
事
者
兩
人
の
常
識
、
性
柊 

|

等
に
依
ろ
て
同
ヒ
か
ら
次
れ
ど
、
衝
突
不
和
を
匪
け
ん 

爲
常
に
夫
の
方
ょ6
多
少
の
讓
步
、
■妥
協
す
る
の
喪 

一
あ
る
は
數
の
免
れ̂

る
所
な
6
0

|  

ニ
、
職
業
の
自
由.
の
拘
朿
獨
身
者
は
自
己
の
判©?
に 

一
て
最
？
自
身
に
適
す
る
と
信
岁
る
職
業
に
從
事
し
若
し 

|  

く
は
轉
業
す
る
こIJ
を
得
る
；

tp
、

妻
帶
者
は
此
自
由
を 

I
.

絕
對
的
に
享
有
す
る
こ
と
を
得̂

。
職
業
に
は
海
運
、

|
r
道
鑛
山
陸
海
軍
に
於
け
る
如
く
危
險
分
子
を
多 

く
舍
め
る
名
の
あ4
。
叉
癡
it
物
收
集
、
貸
座
敷
、
相 

場
等
名
聲
の
宜
し
か
ら
次
る
？
の
あ
.
0
0妻
帶
者
に
し 

•
て
若
し
現
業
を
捨
て
此
等
の
危
險
な
る
若
し
く
は
餘6

195

名
聲
の
{且
し
か
ら
？

職
業
に5

ん
i
欲
す
る
4
 

1

身
の
幸
福
を
自
己
に
委
ね*
る
妻
の
意
見
を
多
少® 

.
酌
す
る
の
要
あ^N。

又
塒
と
し
て
は
其
の
强
力
の
反
對 

を
受
く
る
の
虞
な
し
と
せ
^
。

三
、
住
届
の
自
由
の
拘
束
帝
國
憲
法
は
帝
國
臣
芪
に 

»
届
の
自
由
を
保
證
せf

、
此
權
利
を
絕
對
的§
 

伖
し
得
る
名
の
は
蓋
し
獨
身
者
の
み
な
ら
ん
。
無
妻
者

S

自
己
の好

，： 3

處u

着

し

得

卷
、
妻
帶
者

I
所

に
關
し
多
少
妻
の
便{且
、
意
見
等
を
斟
酌
す
る
の
要
あ 

A
o
特
に
家
族
を
有
す
る
名
の
は
、
兒
童
の感
化
、其
通 

§
の
伊
不
便
等
を
顧
慮
す
る
必
要
あ6
て
、
塒
に
は
自 

己
の
便
®
、

趣

味

、
愉

快

等

を

之

於

犧

牲

に

供

せ

^

る 

を
得
次
る
こ
と
を
生
梦
。

四
、
外
戚.
と
の
衝
突
妻
の
父
母
、
兄
弟
、
姉

擊

に
 

し >  
ド

^

方

に

居

住

プ

る

と

き

は

利

害

感

情

の

銜

突

ょ 

6
し
て
不
愉
快
を
忍
次
る
ベ
か
ら
次
る
こi
を
生
梦
る 

#
あ
A

此
衢
突
は
自
己
と
外
戚
間
の
み
な
ら
^
、
自 

己
の
親
戚-
^
戚

間

に

起

る

こ

、と

あ

る

を

豫

期

せ

次

る

雜

鋒.

:

，
ベ

か

ら

岁0
是
れ
に
因
6
て
生
卞
る
苦
痛
、
傾

は
 ̂

.
身
者
の
曾
て
經
驗
し
把
る
こ
と
な
き
所
に
し
て
、
男
子 

一；

が
妻
帶
の
欲
望
を
滿tc
す
に
際
し
支
拂
ふ
代
償
の
一
部 

J  
f
o

亦
妻
と
自
己
の
父
母
、
兄
弟
、
姉
妹
と
の
衢
突 

I

よ
6
生
す
る
不
愉
快
？

P

同
種
類
の
^P

の
な
6
。

2£
、
係
累
の
壻
加
妻
の
實
家
に
不
意
の
炎
禍
ぁ6
て 

一
逆
遇
に
陷
ろ^
る
名
の
あ
る
と
き
、
之
を
劳
觀
す
る
こ 

I

と
能
は
^〜

は
言
ふ
を
俟
岁
し.
て'
、
間
接
、
直
接
Li.HI
J 

者
を
救
護
、
補
肋
す
る
こ
と
を
喪
し
、
其
れW
爲
め
多 

少
の
失
費
を
來
す
の
み
な
ら
少
、
大
にV3
神
を
勞
す
る 

こ
と
^
る
を
期
待
せ^
る
べ
/;
>
ら
岁
。 

以
上
吾
ス
は
男
子
が
結*
に
侬
6
<
滿
允
^
ん
と
す
る 

欲
望
の
重
な
る
名
の
を
諭
ヒ
、
次
に
結
婚
に
因
ろ
て
生 

岁
る
有
形
、
無
形
の
失
費
を
略
述
し̂

6
。
普
通
の
男 

子
は
此
等
微
望
の
一
若
し
く
は
數
個
を
滿t<r
^
ん
け
爲 

:

配
偶
者
を
得
ん
と
欲
す
る

75P

の
な
6
。
而
し
て
或
るg|>  

子
が
或
る一

定
の
滕
に
結
辦
を
斷
行
す
る
は
自
己
於
結 

妒
に
依-CN

て
滿
犮
S
ん
と
欲
す
る
ニ
三
若
し
く
は
四*¥
*

五
四
三



の
微
望
の
充
足
の
價
尊&
自
己
の
'豫
期
せ.
る
、
結
婚
に 

因
ろV
生
，
る
有
形
、
無
形
の
，失
費
の
債
値
に
超
過
す 

と
思
惟
せ
る
於
故
な6
。
其
欲
望
多
く
且
つ.強
き
S
其 

失
费
の
多
き
こ
と
分
明
な
ら
ん
於
、
結
婚
を
斷
行
す
る 

$
の
，
從

つ

て

尠

S

ら
ん
。
又
其
欲
蘧
多
&
ら
岁
且
つ
簿 

弱
な
る
名
、
豫
期
す
べ
き
失
費
皆
無
な
る
か
或
は
僅
少 

な
ら
ば
、
結
婚
を
躊
踏
す
る
名
の
多
か
ら
次
る
ベ
.
し
。 

然
れ
ど
9̂
欲
望
を
感
す
る
は
具
々̂

る
に
反
し
。
結
婚 

に
因
6
-C
生
ず
る
有
形
、
無
形
の
失
費
を
豫
知
豫
測
す 

る
は
多
少
の
ic
w
、經
@
を
要
す
る
を
以
て

普

通

、、
人

は 

單
に
其
一
部
分
を
覺
知
し.て
夫

れ

に

對

す

る

豫

算

を

.な 

す
の
み
に
て
、
自
己
の
有
す
 >

る
結
婚U

依
6
て
滿
tc
s 

ん
と
す
る
欲
壟
の
充
足
の
價
値
と
、結
婚
の
釀
す
有
形
、 

無
形
の
殳«

の
M
M
を
lE
m
に
比
較
^
定
し
得
る
名
の 

殆
ん
ど
無
於
ら
ん
。
此
失®
を
豫
測
算
定
す
る
こ
と
少 

き
程
夫
れ
丈
結
婚
に
對
す
る
躊
躇
少
き
な6
。
文
明
>國 

ょ
6
名
未
開
國
に
、有
識
者
間
ょ6
名
無
敎
育
者
、
愚
民 

間
に
輕
卒
な
る
結
婚
を
な
し
、
善
後
策
に
窮
す
る
者
多

.

學

凌

の

销

葛
.
.

.

0.
.
'本

•
佐
野
善
作
历4
博
士
號
商
業
政
策
論
の
大
家
在
る
，
 

佐
野
善
作
氏
は
我
國
の
取
引
所
史
に
關
す
る
論
文
を
提 

出
し
て
去
る
七
月
下
旬
法
學
博
士
の
學
位
を
受
領
せ
ら

 

れ
fc
i
 
. 

.

镟
新
渡
戸
傅
士
の
渡
米
第
一
高
等
學
校
々
畏
兼
法
科
，
 

大
擧
敎
授
な
る
新
渡
戸
博
士
は
八
月
下̂J
if
i
京

出

發 

渡
米
の
途
に
就75
>
れ
杧
6
。
同
博
士
の
渡
米
の
動
機
は 

日

米

開

，
の

意

志

_

通
の
ー
機
關
と
し-<
今

囘

我

國

‘
に

來
 

遊」

*

る『

ィ
ン
デ
。へ
ン
デ
ン
ト

」

雜
誌
の
挣
主
ホ
ル
ト 

氏
の
ま
唱
に
依
ノ
クrr

T3
ン.

ビ
ヤ
大
學
の
總
長パ
ト
ラ
I 

V

氏
の
聯
施
を
以
て
成
立
し
把
る
雨
陶
間
の
講
師
交
換
の 

.

第

1

着
と
し
て
政
麻
の
指# '
に
依
6

て
：我
學
界
を
代
表 

)
'

しV

米
國
の
數
箇
大
學
に
於
て
講
演
を
せ
ら
る
》
に
あ 

19
7

6
來
年
は
*
_

ょ
纟」

名
の
講
師
來
纟'.
<
» |
^
を
_
く

,:

學
：界
へQ.

猶
：息.
'

と
云
ふ
新
渡
戸
傅
士
の
米
國
滯
在
期
の
豫
定
は
來
年
六 

沔
迄
に
<
其
間
に
ブ
ラ
ウX

、

コ
口 X
ビ
ヤ
、
ジ
ョ
ン 

ス®

ホ
。プ
キ
ン
ス
、
ィ
リ
ノ
ィ

'

K

、
ミ.
ネ
y

タ
及
^

C

の
一
大
學
校
都
合
六
大
學
に
て
日
本
の
地
理
、
歷
史
、 

經

濟

事

情

、
財

政

、
日
米
關
係
、
.滿
洲
に
於
け
る
日 

本
等
の
問
題
を
各
所
に
於

V

六
週
間一.

週
ニ
赌
間
宛
講 

演
し
且
つ
同
脖
に
少
數
の
敎
授
學
生
を
集
め
て
セ

…
ナ 

t
を
開
き
意
見
の
交
換
を
試
み
ら
る
へ
由
叉
日
米
間
敎 

授
交
換
事
務
を
擔
任
せ
ら•る
、rr

TI'\

ビ

ヤ

大

學

總

長 

\

ト

ラ

ー

氏

は

新

渡

戶

博

士

'が
講
演
せ
ら
る
、
各
大
學 

の
各
大
學
の
組
織
、
：敎
授
及
び
學
生
の
生
活
、
敎
授
學 

生
間
の
關
係
等
に
附
き
仔
細
に
觀
察
せ
ら
れ
ん
乙i
.を 

希

望

し

届

ら

る

、
と

尙

博

士

は

前

記

定

肺

の

.
講

演

及

び 

セ
ミ
ナ
ー
以
外
に
講«
地
附
近
の
他
のm
子
校
及
び
各
種 

の
學
會
の
請
ま^
應
K
我
國
民
の
生
活
文
明
等
に
關
し 

演
說
す
る
?1
と
あ.
る..べ
し
1
£方.
ふ. 

/

餅
慶
應
義
塾
.の
新
米
國
敎
授，
昨
冬
僻
職
し
て
歸
國
せ 

る
慶
應
義
塾
大
學
部
經
濟
學
敎
授ピ
カ.
1
ズ
氏
の
後
任

' 

:

'.
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